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「医療提供体制の確保に関する基本方針」（厚生労働省告示）

医療計画において明示される救急医療に関する機能

４疾病

がん

脳卒中 救急医療の機能

急性心筋梗塞 救急医療の機能

糖尿病

５事業

救急医療 休日夜間急患センターや２４時間対応する診療所等で初期の救急医療を提供する機能

緊急手術や入院を必要とする救急患者に医療を提供する機能

生命にかかわる重篤な救急患者に救命医療を提供する機能

精神科救急について、輪番制による緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するた
めの機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応するための中核的な機能、等。

災害時における医療

へき地の医療

周産期医療 高度な診療を要するリスクの高い分娩を扱う機能

小児医療 在宅当番医制、休日夜間急患センターや２４時間対応する診療所等
初期の小児救急医療を提供する機能

緊急手術や入院を必要とする小児救急患者に医療を提供する機能

生命にかかわる重篤な小児救急患者に救命医療を提供する機能

 
 

医療計画における救急医療提供体制

三次救急
医療機関

(救命救急医療)

二次救急
医療機関

初期救急
医療機関

緊急性・専門性の高い脳卒中、急性心筋梗塞等や、重症外傷等の複
数の診療科領域にわたる疾病等、幅広い疾患に対応して、高度な専
門的医療を総合的に実施。
その他の医療機関では対応できない重篤患者への医療を担当し、地
域の救急患者を最終的に受け入れる役割を果たす。

地域で発生する救急患者への初期診療と応急処置を行い、必要に応
じて入院治療を行う。医療機関によっては、脳卒中、急性心筋梗塞等
に対する医療等、自施設で対応可能な範囲において高度な専門的診
療を担う。また、自施設では対応困難な救急患者については、必要な
救命処置を行った後、速やかに、救命救急医療を担う医療機関等へ
紹介する。

主に、独歩で来院する軽度の救急患者への夜間及び休日における外
来診療を行う。

参考：「疾病又は事業ごとの医療体制について」(厚生労働省医政局指導課長通知)
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